
資料１ 

 

協議書 

【協議事項】 

後川～小柿停留所間の有償運送乗り入れの更新について 

 

【概要】 

１．これまでの経緯 

三田市に隣接する丹波篠山市後川地区の住民を中心に、三田方面への移動手段として

籠坊～後川下～小柿間を運行する路線バスが利用されてきたが、小柿籠坊線の利用実態

を踏まえ、平成30年4月の公共交通網の再編により廃止されました。 

これに伴い、住民の三田市方面への移動手段を維持・確保するために、市が実施して

いる有償運送サービスとして「市町村運営有償事業」を開始し、後川地区の住民で構成

される組織に運行を委託してきたところです。 

平成30年2月22日付けで同意のうえ、実施されてきましたが、道路運送法第79条に規

定する登録の有効期間が9 月30 日をもって満了となるため、更新登録の申請が行われ

ることとなりました。 

運行形態等については現在実施しているものと同様の内容の申請を予定しており、三

田市域を運行する後川線について協議をお願いします。 

 

２．更新する期間 

令和2 年10 月1 日から令和5 年9 月30 日 

 

３．三田市への乗り入れにあたっての諸条件 

(1) 実施主体 丹波篠山市（後川郷づくり協議会(名称：おうたん号)に運行委託） 

(2) 運行形態 前日までに要予約（デマンド方式） 

(3) 運 行 日 毎週火・木・金曜日 

(4) 運行ルート 三田市内を走る小柿停留所まで現在の経路を踏襲 

(5) 運  賃 大人 ５００円、小人・障がい者 ２５０円 

(6) 利用対象 後川地区の住民または親族に限定 

(7) そ の 他 三田市内における乗降場所は小柿停留所のみ 

 

４．(参考)市町村運営有償運送の状況について 

別紙「市町村運営有償運送の更新申請について」 



(別紙) 

 

市町村運営有償運送の更新申請について 

（丹波篠山市地域公共交通会議資料より抜粋） 

 

◇交通空白輸送（大芋線、後川線、西紀中線、西紀北線） 

１．自家用有償旅客運送の概要 

丹波篠山市では日常生活に必要な住民の移動手段の確保を図るため、道路運送法第79 

条に規定する国土交通大臣の登録を受けて、市内4 地区にて有償運送を実施していま

す。丹波篠山市が実施主体となり、地区ごとの協議会に業務委託を行っています。 

受託組織は、組織代表者、運行管理責任者、同代行者、運転員、事故対応・苦情対応

責任者を定め、運行を行っています。整備管理責任者はリース車両のため、リース元の

事業者が担っています。運転員は2 種免許の方以外は安全運転講習を受講していただい

ており、各地区10 名程 

度の運転員を確保いただいております。 

 

２．自家用有償旅客運送の必要性について 

平成30 年4 月より市内公共交通網の再編を行うにあたり、バス等の公共交通機関が

不足する公共交通空白地域においては、バスやタクシーに代わり、住民の生活交通を担

うため自家用有償旅客運送を運行しています。 

市内4 地区にて運行している自家用有償旅客運送事業は試行期間の2 か年を経て、令

和2年4 月より本格運行となり、それぞれ協議会に委託し、地域のニーズや実情に応じ

て運行をしていただいています。運行につきましては、基本的には地域内、もしくはバ

スなどの公共交通に乗れる場所、結節点までの運行ですが、高齢者をはじめ地域の方々

に利用いただいています。 

今回の期間満了に伴う更新後についても現在の運行形態を継続し、市民の生活交通の

確保することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 



３．各地区の運行形態について（更新後も同様） 

 大芋線 後川線 西紀中線 西紀北線 

委託先 
大芋地区有償運送

事業運営協議会 
後川郷づくり協議会 

西紀中地区里づ

くり協議会 

西紀北有償運送

協議会 

運行日

数/回数 
週5 日/不定 

（月～金曜日） 

デマンド運行 

週3 日/日3 便 

（ 火・木・金曜日） 

デマンド運行 

週2 日/日2 便 

（月・木曜日） 

週2 日/日4 便 

（火・木曜日） 

運行 

形態 
不定時・不定路線 

（地区外は定路線） 

定時・不定路線

（地区外は定路線） 
定時・定路線 定時・定路線 

予約制 あり あり なし なし 

車両 
コンパクトカー 

（5 人乗り）2台 

ミニバン 

（8人乗り）1 台 

ミニバン 

（8人乗り）1 台 

ミニバン 

（8人乗り）1 台 

 

４．運行区域について（後川地区のみ該当） 

資料２の通り 

 

５．運送区域ごとの対価の額について 

区分 使用料 

各地区内での運行の場合 

（ただし、大芋地区について

は福住地区および村雲地区

を、後川地区については日置

地区をそれぞれの地区に含

む。） 

大人 ２００円 

小人 1００円 

幼児 無料 

障害者等 上記区分による金額の 2分の 1 

上記地区の境を越えた運行の

場合 

大人 5００円 

小人 25０円 

幼児 無料 

障害者等 上記区分による金額の 2分の 1 

 

６．利用者数について 

  大芋線 後川線 西紀中線 西紀北線 

利用者数

（人） 

H30 836 242（15） 525 615 

R1 819 294（6） 546 638 

運行日数

（日） 

H30 223 100 98 103 

R1 219 93 99 104 

（ ）は後川線における小柿方面までの利用者数を示す 


